
「ファースト・サポート・サービス利用規約 」 
 
第１条（適用） 

 株式会社ファースト（以下「当社」という）と、申込者（以下「利用者」という）は、この

ファースト・サポート・サービス利用規約（以下「本規約」という）に従い、当社がファース

ト・サポート・サービス（以下「サポートサービス」という）を利用者に提供する契約（以下

「本契約」という）を締結します。 
２． 当社は本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件（以下「特約条件」という）を別途

定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとし、本規約と特

約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先し適用されるものとします。 
 
第２条（契約の申込） 
   サポートサービスの利用契約の申込みは、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、

当社に対して行うものとします。 
 
第３条（契約の成立） 
  サポートサービスの利用契約は、前条に従い申込者によりサポートサービスの申込みがなされ、

当社が利用開始日を記載した文書により申込者に通知するものとし、利用契約の成立日につい

ては、当該利用開始日（以下「契約成立日」という）に成立するものとします。当社は次の各

号に該当する場合には、利用契約の申込みを承諾しない場合があります。 
（１）当社所定の申込条件が満たされていないとき。 
（２）利用契約の申込みを承諾することが、技術上または当社の業務遂行上著しく支障がある

と当社が判断したとき。 
（３）申込者が当社の別途提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現

に怠り、または怠るおそれがあるとき。 
（４）申込書等に虚偽の事実を記載したとき。  
（５）申込者が指定した支払口座等について、金融機関等により利用の差し止めが行われてい

ることが判明したとき。 
（６）その他当社が適当でないと判断したとき 

 
第４条（サポートサービスの内容） 
    当社は、当社標準のサポートサービスを、別に定める「ファースト・サポート・サービス

仕様書」（以下「仕様書」という）に基づき利用者に提供するものとします。なお、当社は

サポートサービスの実施を第三者に委託することができるものとします。 
 
第５条（サポートサービスの提供地域） 

 サポートサービスの提供地域は、日本国内とします。 
 
第６条（契約期間） 

  利用契約の契約期間は１年間とし、途中での解約はできない事とします。 
 
第７条（契約の更新） 
   利用契約の期間満了 30 日前から満了日までの間に、当社及び利用者いずれからも文書によ

る更新拒絶の通知がなされない場合は、更に１年間利用契約が更新されるものとします。 
 
第８条（利用契約の解除） 

 当社は、利用者が次の各号の何れかに該当する場合には、何等の通知、催告することなしに

利用契約を解除することができるものとします。この場合、利用者は当然に期限の利益を喪失

し、未払い債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。 
（１）本規約に違反し、利用者の責めに帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた、



またはそのおそれがあると当社が判断した場合。 
（２）不渡処分をうけたとき又は支払停止状態に至ったとき。 
（３）仮差押・仮処分等を受けたとき又は整理･民事再生・破産等の申し立てがあったとき。 
（４）当社からの通知が到着しなかった場合、またはその所在地が判明しない場合。 
（５）前各号の他、財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。 
 
第９条（利用者による利用契約の解約） 

利用者が利用契約を解約しようとするときは、利用契約期間終了の 30 日前までに解約する

旨および解約するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものと

します。 
 
第１０条（解除または解約時の措置） 

契約期間内に本契約が第８条により解除され、または第９条に基づき利用者の都合により本

契約の全部もしくは一部が解約されたときは、利用者は契約期間の未経過分に相当する利用料

金および消費税額をただちに当社に支払う事とします。 
 
第１１条 （責任の制限） 

 当社は、本サービスを善良なる管理者の注意義務をもって提供するものとしますが、以下の

各号に定める事項については責任を負わないものとします。 
（1）当社の助言および判定の正確性、有用性。 
（2）当社の助言および判定に基づきお客様が実施する対策の結果。 

 
２． 本サービスに係る当社の責に帰すべき事由による債務不履行または瑕疵に起因して利用者

が損害を被った場合、利用者は、当社に対し、当該債務不履行または瑕疵のあった本サービ

スに係る年額の利用料金等の単価相当額を上限として、当該損害の賠償を請求できるものと

します。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害及び、当社の予見の有

無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益については、当社は、賠償責任を負わ

ないものとします。 また、当社は、本サービスの提供によりお客様の問題が解決されるこ

とを保証しないものとします。 
３． 第２項の場合を除き、当社は本サービスの利用者に対し、一切の賠償責任及びサービス利

用料金の返還義務等を負わないものとします。 
 
第１２条（利用者の通知義務） 
   利用者は、本サービスが利用できなくなった場合、その旨を当社に通知する義務を負うもの

とします。 
 
第１３条（届出事項の変更） 
   利用者は利用申し込みの際に当社に届け出た諸事項に変更が発生した場合には、当社に速や

かに遅滞なく、所定の方法により届け出る事とします。 
 ２．利用者は、前項の変更の届出を怠った場合には、当社からの通知が未到着となっても通常、

到着すべき時に到達したとみなされる事をあらかじめ、異議なく承諾するものとします。また、

届出を怠った事により生じた損害については、当社は一切、その責任を負わない事とします。 
 
第１４条（利用料金等） 

 サポートサービスの利用に関する料金は、別途当社が定める料金表に従うものとします。

ただし、別途料金表に定める利用料金等は予告なく変更される場合があります。 
２． 当社は原則として、毎月末日締めにて利用料金等を算出するものとします。ただし、業務

遂行上利用料金等の計算の起算日または締切日を変更できるものとします。 
 
第１５条（支払方法） 



  利用者は利用料金等の支払い方法に関して、当社が定める支払方法により、本サービス利用料

金等を支払うものとし、当社が収納業務を一部、外部委託したときは、その収納事業者が定める

方法により本サービス利用料金を支払うものとします。 
 
第１６条（遅延損害金） 

利用者が本契約に基づく債務の支払を遅延した時は支払期日の翌日から完済に至るまで  

年１４．６％の割合による遅延損害金を支払うものとします。 
 

第１７条（本サービスの提供の中断、停止）  
 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前に通知することなく、本サ

ービスの全部あるいは一部の提供を中断、または停止することがあります。  
（1）本サービスの提供のための装置、システムの保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う

場合。  
（2）火災、停電、天災その他の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合。 
（3）前各号の他、当社が本サービスの提供の一時中断もしくは停止が必要と判断した場合、ま

たは不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断した場合。 
２． 前項に基づき当社が本サービスの提供を停止する場合、当社は、事前にその旨を利用者に

通知します。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありませ

ん。 
３． 当社は、本サービスの提供の一時中断、停止等により、利用者または第三者が被ったいか

なる不利益、損害についても、その理由を問わず一切の責任を負わないものとします。 
 

第１８条（本サービスの終了） 
当社が、やむを得ない事情により本サービスを終了することになったときは、利用者に対

し予告期間をもって通知するものとします。 
２．本サービスの終了にともない、利用者に不利益、損害が発生した場合、当社はその責任を

一切負わないものとします。 
 
第１９条（自己責任） 

 当社は、本サービスの安全性、完全性、正確性、適用性、有効性を保証するものではあ

りません。利用者は、利用者の責任において適宜利用するものとします。 
２． 当社は、提供するサービスの利用または利用不能から生じるいかなる損害に関しても、

一切の責任を負いません。 
３． 利用者が、本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、または第三者

からクレームが通知される等、利用者と第三者との間で紛争に持ち込まれた場合、利用者

の責任と費用をもって処理解決するものとします。利用者が本サービスの利用に伴い第三

者から損害を受けた場合も同様とします。 
 

第２０条（当社からの通知、連絡等） 
 当社は書面による郵送、当社ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断す

る方法により、利用者に対し、随時必要事項の通知、連絡等を行うものとします。 
２． 当社からの通知は、当社が当該通知を当社のｗｅｂサイトへの掲示や電子メールで行っ

た場合には、当該ｗｅｂサイト上に掲示し、または電子メールを発送した時点より効力を発

するものとします。 
３． 当社が通知、連絡等を発送する利用者の住所は、所定の方法による適正な変更届がなさ

れていない場合、本サービスお申し込みの際に届け出た所定の申込書に記載された住所であ

るとみなします。 
 
 

第２１条 （機密保持） 



   利用者および当社は、利用契約に関し知り得た相手方の機密を、第三者に開示もしくは漏洩

しないものとします。本条の定めは、利用契約の終了後も存続するものとします。但し、警察

機関や司法などの法的効力のある要求があった場合には、法的請求元へ情報を提供する事とし

ます。 
  
第２２条 （管轄裁判所） 

 利用契約に関する一切の紛争については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管

轄裁判所とします。 
 
第２３条 （協議事項） 
   本規約に定めなき事項および解釈上の疑義は、当社及び利用者が誠意をもって協議し解決す

るものとします。 
 
                                                 
                                               

以上 
 
2010 年 1 月 1 日 
 
 


